
■家庭用電気製品の試験室が新しくなりました。 
新しい試験室では、お客様をお迎えし、試験状態を一緒に確認しながら各種試験を行うこ

とが出来るようになりました。 

 
      【新設電気試験室】          【恒温・恒湿室】 

■電気用品安全法及び省令「電気用品の技術上の基準を定める省令」第一項の試験をはじ

め、各種ＪＩＳ参照試験やお打合せによる依頼試験を行っています。 

 

■電気試験室受付で行っている主な試験項目 

 ・特定電気用品以外の電気用品の技術基準による試験 

 「電気用品の技術上の基準を定める省令第１項 

    別表第八 令別表第１第６号から第９号まで及び別表第２第７号から 

第１１号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機の項」 

 ・一次・二次電池の充放電試験 

  定電流・定電圧（ＣＣ・ＣＶ）充電、定電流（ＣＣ）充電、定電圧（ＣＶ）充電 

  定電流（ＣＣ）放電、定電力（ＣＰ）放電、定抵抗（ＣＲ）放電 

  ・ JIS C 0920-2003『電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコード）』 

 ＩＰＸ３、ＩＰＸ４、ＩＰＸ７ ＊（ＩＰＸ５と６もご相談によりお受けします。） 

・JIS S 4100-1996「使いすてかいろ」6.6【恒温・恒湿室を使用】温度特性による最

高温度、立ち上がり時間、温度保証時間、持続時間及び東京都条例 平均温度 

・各種 JIS による試験方法を参照した一次電池及び二次電池の充放電特性試験 

・電池を使用した製品の電気的安全性試験 

(ＵＳＢ電源、ＡＣアダプターを使用した製品を含む) 

・ＬＥＤ照明器具関係の色温度・全光束測定 

・各種照明器具の照度測定 

・その他、お客様のご要望に応じた依頼試験 

・一般家庭用電気製品の故障や不具合の原因調査など。 

 

 

 

■東京事業所 製品安全部製品試験課  

〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4 丁目 22 番 4 号 

     TEL：03（3829）2509／FAX：03（3829）2595／Ｅ-Mail：seino-tokyo＠mgsl.or.jp 

☎お問い合わせ先 


